
別紙様式２

団体名

会計名

(ⅰ)推移表 （単位：百万円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 基準年度

計画目標値　Ａ 28,455 28,301 28,038 27,866 28,396

実績（見込）値　Ｂ 27,993 27,838 27,576 27,403 27,933

乖離値　Ｃ（Ｂ－Ａ） -462 -463 -462 -463 -463 -650 

乖離率　Ｄ（Ｃ／Ａ） -1.6% -1.6% -1.6% -1.7% -1.6% -2%

※実績値には下線を引くこと。

（ⅱ）実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

（ⅲ）改善に向けての取組み及び今後の見通し

財政健全化計画等執行状況調書

１．地方債現在高・公営企業債現在高

28,583

高知県高知市

上水道事業会計



別紙様式２

(ⅰ)推移表 （単位：人）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 基準年度

計画目標値　Ａ 185 185 185 185 185

実績（見込）値　Ｂ 183 185 185 185 185

乖離値　Ｃ（Ｂ－Ａ） -2 -6 

乖離率　Ｄ（Ｃ／Ａ） -1.1% -3%

※実績値には下線を引くこと。

（ⅱ）実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

（ⅲ）改善に向けての取組み及び今後の見通し

３．職員数

191



別紙様式２

(ⅰ)推移表 （単位：百万円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 合計 補償金免除額

計画目標値　Ａ 134 123 123 123 121 624

実績（見込）値　Ｂ 137 123 123 123 121 627

乖離値　Ｃ（Ｂ－Ａ） 3 3 61

乖離率　Ｄ（Ｃ／Ａ） 2.2% 0.5% 11%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「Ⅰ基本的事項５繰上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

（ⅱ）実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

（ⅲ）改善に向けての取組み及び今後の見通し

４．改善額

566



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業） フォローアップ用

（１）収益的収支、資本的収支
（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ) ( 決 算 ) ( 決 算 )

１． (A) 7,852 7,863 7,794 7,612 7,497 7,388 7,360 7,390 7,188 7,397 7,401 7,404

(1) 7,642 7,694 7,658 7,484 7,362 7,185 7,182 7,188 7,037 7,194 7,197 7,200

(2) (B) 127 86 65 59 55 133 111 132 50 132 132 132

(3) 83 83 71 69 80 70 67 70 101 71 72 72

２． 405 379 386 374 348 343 373 332 354 327 322 321

(1) 37 32 60 56 50 51 44 46 35 41 36 35

37 32 60 56 50 51 44 46 35 41 36 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 368 347 326 318 298 292 329 286 319 286 286 286

(C) 8,257 8,242 8,180 7,986 7,845 7,731 7,733 7,722 7,542 7,724 7,723 7,725

１． 5,926 5,807 5,806 5,614 5,539 5,904 5,572 5,974 5,691 6,202 6,060 5,851

(1) 1,823 1,759 1,721 1,610 1,561 1,564 1,561 1,588 1,493 1,578 1,565 1,533

823 796 792 711 698 698 698 710 658 704 697 679

219 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

781 753 719 689 653 656 653 668 625 664 658 644

(2) 1,970 1,895 1,882 1,793 1,760 2,149 1,794 2,207 1,974 2,411 2,266 2,084

243 223 223 225 228 253 226 251 244 252 253 254

366 431 432 386 367 370 385 371 416 372 373 374

18 15 24 16 13 13 13 13 17 13 13 13

1,343 1,226 1,203 1,166 1,152 1,513 1,170 1,572 1,297 1,774 1,627 1,443

(3) 2,133 2,153 2,203 2,211 2,218 2,191 2,217 2,179 2,224 2,213 2,229 2,234

２． 1,744 1,613 1,503 1,317 1,172 1,062 1,062 862 821 797 785 773

(1) 1,741 1,608 1,476 1,317 1,172 1,061 1,062 861 821 796 784 772

(2) 3 5 27 0 0 1 0 1 0 1 1 1

(D) 7,670 7,420 7,309 6,931 6,711 6,966 6,634 6,836 6,512 6,999 6,845 6,624

(C)-(D) (E) 587 822 871 1,055 1,134 765 1,099 886 1,030 725 878 1,101

(F) 53 13 1 19 8 6 5 6 15 6 6 6

(G) 438 9 18 29 16 12 17 11 18 11 11 11

(F)-(G) (H) ▲ 385 4 ▲ 17 ▲ 10 ▲ 8 ▲ 6 ▲ 12 ▲ 5 ▲ 3 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5

202 826 854 1,045 1,126 759 1,087 881 1,027 720 873 1,096

(I) 0 0

(J) 3,143 3,211 2,941 3,360 3,999 3,503 4,614 3,790 5,389 2,664 2,177 1,783

1,085 954 944 936 950 923 994 923 887 924 925 925

(K) 1,058 1,080 851 1,068 835 840 1,159 840 1,188 840 840 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

820 829 605 782 562 565 870 565 882 565 565 565

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B)

(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A)-(B) (N) 7,725 7,777 7,729 7,553 7,442 7,255 7,249 7,258 7,138 7,265 7,269 7,272

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

資 金 不 足 比 率 ((M)／(N)×100)

不 良 債 務 比 率 （ ×100 ）

不 良 債 務

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

経 常 損 益

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 手 当

そ の 他

経 費

動 力 費

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ) ( 決 算 ) ( 決 算 )

１． 796 1,092 651 1,222 1,359 5,153 4,472 3,173 2,704 1,742 1,492 2,074

２． 96 92 80 116 133 163 124 240 64 337 177 189

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 44 29 42 41 26 47 37 41 40 41 40 41

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 0 0 7 2 14 0 0 0 0 8 40 80

７． 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 190 215 52 72 74 140 78 87 21 87 87 87

９． 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 1,128 1,428 832 1,456 1,606 5,503 4,711 3,541 2,829 2,215 1,836 2,471

(B) 0 0

(A)-(B) (C) 1,128 1,428 832 1,456 1,606 5,503 4,711 3,541 2,829 2,215 1,836 2,471

１． 1,840 2,223 1,430 1,523 1,491 3,525 2,642 3,063 1,953 4,375 3,852 4,785

169 167 145 177 190 204 195 201 170 200 202 204

２． 2,317 2,458 2,631 2,994 2,753 5,280 5,062 3,327 3,571 2,004 1,664 1,544

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 39 38 100 150 37 171 58 37 12 49 39 40

(D) 4,196 4,719 4,161 4,667 4,281 8,976 7,762 6,427 5,536 6,428 5,555 6,369

 (D)-(C) (E) 3,068 3,291 3,329 3,211 2,675 3,473 3,051 2,886 2,707 4,213 3,719 3,898

１． 2,525 2,828 2,277 2,314 1,621 2,167 1,892 1,982 1,101 3,155 2,853 2,840

２． 462 371 988 820 991 1,140 1,040 766 1,081 857 691 839

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 81 92 64 77 63 166 119 138 525 201 175 219

(F) 3,068 3,291 3,329 3,211 2,675 3,473 3,051 2,886 2,707 4,213 3,719 3,898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

443 275 118 171 257 258 0 258 0 258 258 258

35,055 33,688 31,749 29,976 28,582 28,455 27,993 28,301 27,125 26,862 26,690 27,220

35,055 33,688 31,749 29,976 28,582 28,455 27,993 28,301 27,125 26,862 26,690 27,220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）他会計繰入金 （単位：百万円）

年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ) ( 決 算 ) ( 決 算 )

93 80 105 92 85 93 80 88 84 83 78 77

84 80 68 60 54 59 52 55 58 53 51 50

9 0 37 32 31 34 28 33 26 30 27 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 34 32 31 34 28 33 26 30 27 27

140 121 122 157 159 209 161 280 104 378 217 229

123 108 104 157 159 209 161 280 104 378 217 229

17 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 外 繰 入 金

うち料金収入に計上すべき繰入等

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

資 本 的 収 支 分

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

う ち そ の 他 に 係 る も の

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F)

積 立 金 現 在 高

企 業 債 現 在 高

資本的収入額が資本的支出額に不足する
額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

純 計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ) ( 決 算 )

資金不足比率 (％) (再掲)

料金回収率※ (％) 103.0 106.9 107.8 110.4 113.0 106.6 111.1 108.6 106.0 108.4 112.2

総収支比率（法適用） (％) 102.5 111.1 111.7 115.0 116.7 110.9 116.3 112.9 110.3 112.7 116.5

経常収支比率（法適用） (％) 107.7 111.1 111.9 115.2 116.9 111.0 116.6 113.0 110.3 112.8 116.6

営業収支比率（法適用） (％) 134.2 137.3 135.6 136.9 137.9 126.5 132.9 124.8 120.2 123.2 127.7

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲)

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) (再掲)

(％) 1.1 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0

うち基準内繰入金 (％) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

うち基準外繰入金 (％) 0.1 0.0 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

(％) 12.4 8.5 14.6 10.8 9.9 3.8 3.4 7.9 17.1 11.8 9.3

うち基準内繰入金 (％) 10.9 7.6 12.5 10.8 9.9 3.8 3.4 7.9 17.1 11.8 9.3

うち基準外繰入金 (％) 1.5 0.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

資本的収入分

収益的収入分

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

条件項目 収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

「一般用」については口径別の逓増制。（用途別としては他に「浴場用」，「特別用」あり。）直近の料金改定はＨ14.７月（改定率
7.5％）。
計画期間（Ｈ19～Ｈ23）中の料金改定なしと想定。
Ｈ19については，Ｈ19.８月末時点での有収水量，供給単価実績の対前年度比により見込。Ｈ20以降はＨ19と同程度に推移。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

繰上償還の原資となる民間資金－借入利率2.5％，平成19年度以降の起債－借入利率2.5％で算定。
公庫資金については対象となる6％以上の借入残高についてすべて平成19年度末の繰上償還を想定。

２　他会計繰入金の見込み
平成19年度当初予算で計上された繰入金の項目については，計画期間中継続されると想定。
なお，簡易水道事業の収支差補てんの繰入金については，基準外ではあるが「簡易水道は本来一般会計で行うもの」とのスタンス
により継続するものとした。

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

旭浄水場更新事業（全体計画Ｈ17～Ｈ26。うちＨ19～23事業費約56億円。財源：起債。）針木浄水場～九反田配水所間の送水幹線
二重化事業（全体計画Ｈ18～Ｈ29。うちＨ19～23事業費約40億円。財源：起債，一般会計出資金。）非常用貯水槽の設置（うちＨ19
～23事業費約5億円。財源：起債，一般会計出資金。）鏡・土佐山地区簡易水道施設整備（Ｈ19～22事業費約5億円。財源：国庫補
助金，起債。）



Ⅳ　経営健全化に関する施策 フォローアップ用

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

項　　　　目 具　体　的　内　容

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

高知市は，平成20年３月にアウトソーシング推進計画を策定し，その中で水道事業では，料金課業務（営業部門），電算事務，浄水場運転管理業
務を対象とした。その計画に基づき取組を進めている。（課題②）

高知市では，浄水場等の電力に係る基本契約を見直し，動力費の削減を行った。また，これまでも，排水処理施設の運転管理業務や検針業務な
どの民間委託を行ってきたが，さらに施設の維持管理費等の削減のため，施設の維持管理業務の民間委託を検討中。（課題②）

高知市では，平成14年度（職員数198人）以降４年間で10人の削減を行い，平成18年度末職員数は定員適正化計画の191人を下回る188人となっ
ている。現定員適正化計画の目標である『21年度：182人』は達成可能の見込み。また，本年度に実施した事務事業の総点検による業務委託の
推進計画に基づく新定員適正化計画を本年度中に策定する。改善額は各年度の「平均給与額×純減数」で算出。（課題③）

（課題⑥）

給与構造の見直し及び地域手当については，国に準拠して導入している。高知市では，特殊勤務手当については廃止を含めた見直しをおこな
い，平成14年度から平成18年度までに121百万円の削減をした。また，平成17年度から平成19年度まで高知市として独自の給料カットをおこなっ
ている。（平成17年度削減額：37百万円，平成18年度削減額：19百万円，平成19年度削減額：9百万円）

　技能労務職の給与については，国の行政職俸給表（二）の導入に至っていないが，導入に向けた取組として，平成15年３月に策定した高知市
行政改革第１次実施計画において平成17年度からの検討項目とし，さらに平成19年度から３か年の行政改革第２次実施計画でも引き続き同様
の位置づけを行ったうえで，市議会等にも公表し，検討を進めている。
　行政改革第２次実施計画に基づき，本年度からは事務事業の抜本的な見直しや業務のアウトソーシング推進の取組を開始し，同時に，市議会
に設置された行財政改革特別委員会に，適時，進捗状況等について報告してきた。
　また，技能労務職の給与の見直しを視野に，平成24年度までに本市の職員定数を市民130人あたり１人の職員数とするため約400人を削減す
る「新定員適正化計画」及び，今後５年間程度の期間を目途に学校給食調理業務など技能労務職場を含む44事務事業についての「アウトソーシ
ング推進計画」を平成20年３月に策定し，それに基づき取組を進めている。
　また，これに合わせ平成21年度からの導入を目指し，技能労務職員の給与の見直しと定数の削減について，職員団体との協議を行っていく。
　なお，高知市水道局での技能労務職員については平成８年度を最後に採用を中止しており，今後も採用予定なし。

退職時特昇については平成17年１月１日で廃止をし，退職手当については国に準拠し支給している。

地方公務員共済組合法に定められた負担割合に基づき運用している。



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

高知市では，入札・契約制度について平成18年10月に郵便入札，公募型指名競争入札制度を導入，また，平成19年10月からは事後審査型一般
競争入札制度を導入するなど，透明性・競争性を確保するとともに，事務の簡素化・効率化を図ってきたところである。今後，品質確保や優良業
者育成の観点から総合評価方式の採用を検討することとしている。従来の指名競争入札と比較すると，平均落札率でΔ8.4％（Δ72百万円）の効
果が現れている。（課題④）

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組

項　　　　目

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

５　その他（入札・契約制度の改善）

高知市では，予算及び決算の状況を広報紙においてそれぞれ年１回公表しているほか，「高知市水道事業基本計画2007（高知市水道ビジョ
ン）」，「事業年報」，決算書等をホームページで公表している。

全ての事務事業について，執行結果を客観的に評価できる仕組みを検討するとともに，政策評価につなげていくための（仮称）行政評価推進方
針を平成20年度に策定し，平成21年度から導入していく。

具　体　的　内　容

高知市では，平成14年７月に平均改定率7.5％の料金改定をおこなった。現在の料金水準は同規模の他都市平均と比べて低くはない。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果 フォローアップ用

１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。

取　組　み　及　び　目　標

高知市では，入札・契約制度について平成18年10月に郵便入札，公募型指名競争入札制度を導入，また，平成19年10月からは事後審査型一般競争入札制度を導入するな
ど，透明性・競争性を確保するとともに，事務の簡素化・効率化を図ってきたところである。今後，品質確保や優良業者育成の観点から総合評価方式の採用を検討することとし
ている。従来の指名競争入札と比較すると，平均落札率でΔ8.4％（Δ72百万円）の効果が現れている。

課　題

③　定員の適正化

④　入札・契約制度の改善

高知市では，平成14年度（職員数198人）以降４年間で10人の削減を行い，平成18年度末職員数は定員適正化計画の191人を下回る188人となっている。現定員適正化計画の
目標である『21年度：182人』は達成可能の見込み。また，本年度に実施した事務事業の総点検による業務委託の推進計画に基づく新定員適正化計画を本年度中に策定す
る。改善額は各年度の「平均給与額×純減数」で算出。

⑥　給与の適正化
給与構造の見直し及び地域手当については，国に準拠して導入している。高知市では，特殊勤務手当について廃止を含めた見直しをおこない，平成14年度から平成18年度ま
でに121百万円の削減をした。また，平成17年度から平成19年度まで高知市として独自の給料カットをおこなっている。（平成17年度削減額：37百万円，平成18年度削減額：19
百万円，平成19年度削減額：9百万円）



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき） フォローアップ用

２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決算） （決算） （決算） （決算） （決算） (決算見込) (決算)

7.5%

 改善額（料金の適正化）※１ 395 521 518 506 497 2,437

 改 善 額

 改 善 額（負担金の確保等）

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

③ ⑥

37 69 107 168 164 546 62 60 51 51 51 50 264

 改 善 額 37 19 56 11 9 11

 改 善 額 26 61 76 92 106 362 51 51 51 51 51 50 253

 改 善 額 11 11 33 33 33 121

 改 善 額 -3 -2 6 6 7

219 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

③ 202 198 196 193 191 185 183 185 185 185 185

-3 -4 -2 -3 -2 -14 -6 -8 0 0 0 0 -6

228 208 206 207 211 236 226 232 232 232 232

 改 善 額（適正化） 14 34 36 35 31 150

18 17 15 15 13

 改 善 額（適正化） 1 3 3 5 12

④

 改 善 額（縮減額） 72 77 72 72 72 72 360

 改 善 額

35,101 33,732 31,749 29,977 28,583 28,455 27,993 28,301 28,038 27,866 28,396

-611 -1,369 -1,983 -1,772 -1,394 -128 -590 -154 -263 -172 530

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 3,145 624

566

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決算） （決算） （決算） （決算） （決算） (決算見込) (決算)

 給水人口　　　　　（千人） 325 327 326 325 325 327 321 329 330 332 332

 年間総有収水量　　（千㎥） 43,908 43,311 43,172 42,377 41,857 41,010 41,015 41,022 41,202 41,213 41,233

 公称施設能力　　（㎥／日） 199,604 198,104 196,665 196,564 196,564 196,564 196,564 196,564 196,564 196,564 196,564

 １日最大配水量　（㎥／日） 151,661 146,835 155,080 145,373 139,796 146,072 136,511 146,448 146,847 147,237 147,651

 最大稼働率　　　　（％） 76.0 74.1 78.9 74.0 71.1 74.3 69.4 74.5 74.7 74.9 75.1

 供給単価　　　　（円／㎥） 174.0 177.6 177.4 176.6 175.9 175.2 175.1 175.2 174.6 174.6 174.6

 給水原価　　　　（円／㎥） 170.8 168.0 166.2 161.3 156.9 165.7 158.9 162.8 166.0 162.3 156.9

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

企業債現在高

累積欠損金比率

増　減

増　減

【経費の削減】

　職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

未収金の徴収対策

料金改定率

課　題

【収入の確保】

一般会計負担金の額

計画合計目標又は実績
計画前５年間
実　績

（参考）補償金免除額

その他（給料カット）

その他（手当見直し）

職員給与費の適正化

職員数             (人)

計画前５年間改善額　合計

その他（人員減）

その他（旧春野町分）

維持管理費等（旧春野町分）

　高知市内の簡易水道事業については上水道事業と合わせて一つの公営企業会計でおこなっている（ソフト統合）。
　簡易水道については上水道への統合（ハード統合）を順次すすめており，現在残っているのは周辺地区の５箇所（行川吉井，領家，鏡小浜，土佐山平石，土佐山弘瀬）と地下水源の豊かな２箇所（宗安寺，朝倉米田）となってい
る。宗安寺，朝倉米田の２簡水については上水道へのハード統合をすすめていく予定。

 増 減 数          (人)

　職員給与費（退職手当）

その他（　　　　　　）

工事コスト※２

維持管理費等（動力費）

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計


